
木津川市国民健康保険運営協議会　会議要旨
	会議名
	平成２６年度第１回木津川市国民健康保険運営協議会

	日時
	平成２６年８月２１日(木)
午後２時００分から午後３時３０分
	場所
	木津川市役所　全員協議会室

	出席者
	委員

■：出席

□:欠席
	１号委員

（被保険者代表）
	□市川光輝 委員、■桝井惠子 委員、■尾崎田鶴 委員

■樋垣育夫 委員、■村上惠子 委員、■中田勝彌 委員

	
	
	２号委員
(保険医・保険薬剤師代表)
	■飯田泰啓 委員、■岡村明人 委員、■若菜和雄 委員

■上林豊彦 委員、■大西　太 委員、■山口政延 委員

	
	
	３号委員

（公益代表）
	■吉田　茂 委員、■大井健司 委員、□辻　清康 委員

■山本　貢 委員、■森本茂子 委員、■森　好美 委員

	
	市理事者
	■河井市長、■岩木保健福祉部長

	
	
	

	
	庶務（事務局）
	（国保医療課）森保健福祉部次長兼国保医療課長、
中島主幹、松下主査、前田主任

	傍聴者
	１ 名

	議題


	１．開会
２．資格審査

３．会長あいさつ
４．市長あいさつ

５．会議録署名委員の指名

６．議事

　（１）平成２５年度木津川市国民健康保険特別会計決算について

　（２）後発医薬品利用差額通知等について
　（３）その他

７．閉会

	会議結果要旨


	１．開会

　　　・　開会宣言

　　　・　新委員の紹介
２．資格審査
・　会議成立の資格審査
３．会長あいさつ
　　　・　吉田会長あいさつ
４．市長あいさつ

　　　・　河井市長あいさつ

５．会議録署名委員の指名
　　　・　協議会の定めによる会議録署名委員の指名
６．議事
（１）審議　平成２５年度国民健康保険特別会計決算について
・　平成２５年度国民健康保険特別会計決算の分析結果説明
・　質疑・応答

（２）報告　後発医薬品利用差額通知等について

　　　　・　後発医薬品利用差額通知　第1回目の実施を説明
　　　　・　質疑・応答

（３）その他

　　　　　・　意見及び質疑・応答

７. 閉会
・　議事終了及び議長降壇
・　閉会宣言

	会議経過要旨


	１．開会

　　　事務局が開会を宣言した。
　　　新委員を紹介した。
２．資格審査

委員１８名中 １６名の出席により、会議が成立していることを確認した。
３．会長あいさつ
　　　　吉田会長が開会に際してのあいさつを行った。
　　　　要旨は、次のとおり。

・　京都府知事から「市町村地域自治功労者表彰」を受賞された委員２名を披露した。
　　　　　　・　今回の議事案件について、慎重なる審議をお願いしたい。
４．市長あいさつ

　　　河井市長があいさつを行った。
要旨は、次のとおり。
·  国保財政は、被用者保険に比べて高齢者や低所得者の加入割合が高い
ことなど構造的な問題を抱えている。

・　現在の経済情勢のなかで、保険税収入額の伸び悩みや高齢化進展等による医療費の増加など、保険運営は一層厳しい状況下に置かれている。
・　持続可能な制度となるよう国に対して要望を行うとともに、社会保障制度改革の動向を注視しながら、引続き国保事業運営の安定化に努めていきたいと考えているので、今後とも委員の皆様のご協力をお願いしたい。
５．会議録署名委員の指名
会議録署名委員として桝井委員と飯田委員を指名した。
６．議事
　　　　吉田会長が議長となり議事を行った。

　（１）　平成２５年度国民健康保険特別会計決算について

【配布資料】

　　・　平成２５年度木津川市国民健康保険特別会計決算書
　　・　平成２５年度国民健康保険特別会計 主要施策 成果の報告書

　　・　決算分析

【事務局説明の概要】

　　・　実質収支では5,895万円、単年度に着目した収支では5,475万円のいずれも黒字となった。収入面では、加入者数の微増や基準所得金額が回復傾向にあるため調定額が微増となり、また、収納額・収納率とも微増になった。一方、支出面では保険給付額が2.5%の増となったが、その伸び率は鈍化している。
・　納税計算の端数処理を100円単位としたことや、コンビニ収納サービスの広がりが国保運営に好影響を与えている。

・　今後とも医療費分析等を通じて動向を把握するとともに、保健事業等の推進や啓発を強化し、中長期的な国保運営の安定を図る必要がある。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　収納率が94%であるが、残りの未納分に係る対策は。
➤　未納に対する督促を行った後、収納業務は地方税機構に移管しており、そこで支払能力に応じた納税を進めている。当方としては、短期証更新時の納付相談を強化することで収納向上に努めている。
　　　　【審議結果】
　　　　　　承認

　（２）　報告　後発医薬品利用差額通知等について
　　　　【配布資料】

　　・　後発医薬品（ジェネリック医薬品）差額通知に関するご案内
【事務局説明の概要】

　　　　　　・　第１回目の通知は８月２９日に予定している。件数は７０６件、その中の最小金額は７５０円となった。今後、その分析を行っていきたい。

・　前回の協議会の意見を受けて、“お願いカード”は同封しないこととした。また、通知文の内容をわかりやすい表現とした。

　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　後発医薬品は、先発医薬品と主成分が同一であるというものの、効果がなかったり様々な副作用が発生していたりという実情がある。しかし、医療費削減という国の方針もあるということで承認を行ったが、費用対効果が少ないのではないか。先発医薬品の薬価を下げることを要望することも必要だと考える。

○　薬価の関係は、製薬会社側の事情もあると考えられるので、ここで論じるのも難しいのではないか。
➤　この協議会で様々な意見をいただいた。後発医薬品の利用促進は国の方針である。そのなかで品質も改善しつつあるようだ。この通知は、患者さんに選択の一つとして提案するという意味もある。実施後の反応を見ながら改善点等について反映していきたい。
○　通知文はわかりやすい文言になってきたと感じる。
○　通知を受け、後発医薬品に変更したものの副作用等があり先発医薬品に戻した場合、再度の差額通知は行われるのか。通知送付を拒否できるのか。
➤　今後、差額通知を希望しない場合は申し出に応じて中止することができる旨を記載している。
○　４月以降、後発医薬品への切替えが促進されてきたこともあり、比較検証は促進前とで行ってはどうか。
➤　比較検証の時期については、今後検討していきたい。
○　自己負担額が減免される生活保護受給者や公費医療負担受給者の場合、後発医薬品への変更についての意識等について温度差があり、公平性に疑問がある。

➤　市として整合性を取って実施していきたい。
　（３）　その他
【事務局からの連絡等】

・　今年度実施を行う保健事業『スイムでスリム』について案内を行った。

・　国保の広域化について、平成２９年度か平成３０年度に都道府県単位で行うとされているものの、具体化されていないが、財政運営等は都道府県が、証の発行、保健事業、賦課徴収等は市町村が行うとみられる。
　　　　【主な質疑・応答】（○…質疑・意見、➤…質疑に対する応答）
○　高齢受給者証は毎年更新されるが、証の色が白色のままなので新旧を混同されやすい。証の色を変更できないものか。

➤　証の色については検討課題であると考えている。

○　特定健診の未受診者に対する受診勧奨はどのようにするのか。
➤　対象者について、８月末に送付する予定をしている。

７．閉会

議事の終了を受けて議長が降壇し、全日程を終えて事務局が閉会を宣言した。


	その他
特記事項
	特になし
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